
                                               福 島 銀 行 

   （２０２１年 １１月 １６日現在適用中） 

 

１．商品名 

（愛称） 
定期積金 

２．お取扱対象先 個人および法人のお客様 

３．預け入れ期間 

・６ヶ月、１年、２年、３年、４年、５年の定型方式のみ 

 ＊２０２１年８月２０日より１年のみとなっています。 

・据置期間１ヶ月（最終預入日から満期日まで１ヶ月必要） 

４．毎月の積立（預入）額 １,０００円以上１円単位 

５．ボーナス預入 

・契約期間が１年以上のものについて年２回、３回、４回のいずれかで指定することができます（任意）。 

 

・１,０００円以上１円単位 ただし、毎月分と異なる金額 

６．預入方法 

・取引口座からの口座振替による自動積立方式（セット式） 

 〇振替日の預金残高が振替金額に満たない場合であっても、当該振替日(休日の場合は翌営業日)を含み 10 日間
(末日が休日の場合は、前営業日まで)の間に振替金額を満たしたときは、その時点で振替を行います。    

〇総合口座貸越限度内での振替を行います。 

・店頭入金 

７．払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。 

８．給付補填金 

（１）利回り 

 

（２）給付補填金の計算 

 

 

 

 

 

（３）満期日以後の利息 

 

 

（４）利払方法 

 

（５）計算方法 

 

当初契約時の店頭表示の利回りを満期日までに適用します。 

  ＊適用利率は、店頭の金利ボードをご覧いただくか、窓口にお問合せください。 

 

給付補填金＝Ａ×Ｂ 

 

           掛込済回数×（満期時までの掛込予定回数＋１） 

                     ２ 

   Ｂ＝毎月掛金÷１,０００ 

 

給付契約金（掛金総額に達しないときは掛金残高相当額）に対し、満期日から解約日の前日までの期間について、
解約日における普通預金の利率により計算した利息を支払います。 

 

満期日以後に一括してお支払いします。 

 

計算単位を１円とし契約期間における掛金残高積数に利回り（月利）を乗じて計算します。 

９．税金 

・個人のお客様は、お利息に２０．３１５％（所得税および復興特別所得税：１５．３１５％ 住民税：５％）の
税金がかかります。（平成４９年１２月３１日まで適用） 

・法人のお客様は、お利息に１５．３１５％（所得税および復興特別所得税）の税金がかかります。 

１０．手数料 
 

１１．付加できる特約事項 
 

１２．預入期間中の中途解
約時の取り扱い 

契約期間中に契約掛金総額に達しなかったとき、あるいは満期日前に解約するときは、初回払込日から解約日の
前日までの期間について、解約日の普通預金の利率によって計算します。 

１３．先掛利息の利息方式 

先掛利息積数 

 ・個別掛込金×先掛日数×約定利率 

  ＊先掛分に応じて満期日の繰り上げは行いません。 

１４．掛込延滞の計算方式 

延滞利息積数 

 ・個別掛込金×（延滞日数―７日）×約定利率 

  ＊積金の払込が遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べます。 

   または、契約時の約定利率（年３６５日の日割計算）の割合による延滞利息をいただきます。 

１５．重要事項 この預金は預金保険の対象商品です｡詳しくは、店頭掲示ポスター等をご覧ください｡ 

１６．その他参考となる事
項 

２０２２年３月３１日をもって新規受入を中止します。 

１７．当行が契約している
指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

 連絡先：一般社団法人全国銀行協会相談室 

 電話番号：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

商 品 概 要 説 明 書 

Ａ＝１,０００×                       ×利率（月利） 


